






























 

議第 １ 号 

 

山形県文化財保護条例第４条第１項の規定による山形県指定有形文化財 

の指定について 

 

山形県文化財保護条例（昭和30年８月県条例第27号）第４条第１項の規定により、

次のとおり山形県指定有形文化財に指定する。 

 

種 別 名  称 員数 所有者 所有者の住所 

絵画の部 

紙本著色徒然草図 

六曲屏風 

1 米沢市 米沢市金池五丁目２番 25 号 

 

 

提 案 理 由 

紙本著色徒然草図六曲屏風を山形県指定有形文化財として指定するため提案する

ものである。 

 

平成 28 年３月 15 日提出 

 

山形県教育委員会        

教育長 菅 野  滋    
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県指定文化財（答申）の概要 

種 別 有形文化財（絵画） 

名 称 紙本著
しほんちゃく

色
しょく

徒然草図
つれづれぐさず

 六曲
ろっきょく

屏風
びょうぶ

 員 数 １双 

所在地 米沢市丸の内一丁目２番１号（米沢市上杉博物館） 

所有者 米沢市 

特 色 （材質技法） 紙本著色（紙に日本画の顔料を用いて著色、金雲などに金砂子を蒔く） 

（形  状） 六曲一双屏風 

（寸  法） 両隻 たて116.4㎝×よこ269.6㎝ 

（制作年代） 江戸時代前期（17世紀中頃～後半） 

（作  者） 不明 

（特  色） 

鎌倉時代末期、兼好法師によって著された「徒然草」の全244段から28の説話を選

び、一話に一図ずつ人物や情景を描いている。画面構成は、屏風の各扇を上下に３区

分して３図を描くことを基本としているが、章段によっては縦に２つの区分、横に２

つの区分を用いており、右隻、左隻それぞれに14場面が描かれている。両隻とも一話

一図の間を金雲で埋めている。 

本屏風の特徴は28という多くの場面が描かれていることである。「徒然草」を題材

とする絵画作品は少ない上に、本屏風のような28の章段という数は他に例がないと言

える。さらに、「徒然草」の中から内容や情景が類似する章段を集めて配すという工

夫が凝らされている。 

もう一つの特徴は、絢爛たる衣装をまとった女性たちが登場する王朝風の場面が多

く見られることであり、屏風全体に華麗な印象を与えている。こうした貴族の世界に

加え、武士の世界、庶民の世界、僧侶の世界が混然となって「徒然草」の文学空間が

構成されている。 

指定の意義 『徒然草』を絵画化した作品は、近世になってから制作されるようになり、世に

流布した物語絵としては、『源氏物語』と『伊勢物語』が圧倒的に多く、『徒然草』

を題材とした絵画作品は少ないうえに、屏風に描かれたものは極めて稀である。17

世紀に描かれた本屏風は最も古い作例のひとつであり、我が国の文化史上貴重な資

料である。 

絵師は特定できないが、表現技法の豊かさや描写力の確かさは優れた水準に達し

ており、絵画作品としての観賞価値が高く、絵画史上大きな意義を持つものと言え

る。 

同種の屏風絵に比して作画された説話の数が圧倒的に多く、『徒然草』のもつ多

彩な世界を見事に視覚化している点が本屏風の最大の特徴である。また、金雲を巧

みに使って多数の場面をバランスよく配置する優れた構図感覚と、金雲や地面に金

砂子と金の切箔を密に使用して画面に豪華さと重厚さを与える優れた技法が見られ

る点などが、本屏風の顕著な特異性を示しており、これらの点から県指定する意義

のある作品である。 
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右隻

左隻

第107段（右隻二扇中段） 第10段（右隻二扇下段） 第40段（右隻三扇上段）

「紙本著色徒然草図
し ほ ん ち ゃ く し ょ く つ れ づ れ ぐ さ ず

　六曲
ろっきょく

屏風
び ょ う ぶ

」（米沢市上杉博物館）

内容や情景が類似する章段の例　「貴族的生活」（屏風右隻より抜粋）
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○山形県指定有形文化財指定基準 

昭和51年９月３日山形県教育委員会告示第12号 

山形県指定有形文化財指定基準を次のように定める。 

山形県指定有形文化財指定基準 

山形県指定有形文化財指定基準（昭和31年３月県教育委員会告示第３号）の全部を改正する。 

絵画、彫刻の部 

１ 各時代の遺品のうち製作優秀で我が国の文化史上貴重なもの 

２ 我が国の絵画、彫刻史上特に意義のある資料となるもの 

３ 題材、品質、形状又は技法等の点で顕著な特異性を示すもの 

４ 特殊な作者、流派又は地方様式等を代表する顕著なもの 

５ 渡来品で我が国の文化にとつて意義あるもの 

工芸品の部 

１ 各時代の遺品のうち製作が特に優秀なもの 

２ 我が国の工芸史上又は文化史上特に貴重なもの 

３ 形態、品質、技法又は用途等が特異で意義の深いもの 

４ 渡来品で我が国の工芸史上に意義深く、密接な関連を有するもの 

書跡、典籍の部 

１ 書跡類は宸（しん）翰（かん）、和漢名家筆跡、古筆、墨跡、法（ほう）帖（じよう）等で、我が国

の書道史上の代表と認められるもの又は我が国の文化史上貴重なもの 

２ 典籍類のうち写本類は、和書、漢書、仏典及び洋書の原本又はこれに準ずる写本で我が国の文化史上

貴重なもの 

３ 典籍類のうち版本類は、印刷史上の代表で我が国の文化史上貴重なもの 

４ 書跡類、典籍類で歴史的又は系統的にまとまつて伝存し、学術的価値の高いもの 

５ 渡来品で我が国の文化にとつて意義のあるもの 

古文書の部 

１ 古文書類は、我が国の歴史上重要と認められるもの 

２ 日記、記録類（絵画、系図類を含む。）は、その原本又はこれに準ずる写本で我が国の文化史上貴重

なもの 

３ 木簡、印章、金石文等は記録性が高く、学術上重要と認められるもの 

４ 古文書類、日記、記録類等で歴史的又は系統的にまとまつて伝存し、学術的価値の高いもの 

考古資料の部 

１ 土器、石器、骨格牙器、玉その他縄文時代及びそれ以前の遺物で学術的価値の特に高いもの 

２ 銅鐸、銅剣、銅鉾その他弥生時代の遺物で学術的価値の特に高いもの 

３ 古墳の出土品その他古墳時代の遺物で学術的価値の特に高いもの 

４ 宮殿・官衙・寺院跡、墓、経塚等の出土品その他飛鳥・奈良時代以後の遺物で学術的価値の特に高い

もの 

５ 渡来品で我が国の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの 

歴史資料の部 

１ 政治、経済、社会、文化等我が国の歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち学術的価

値の高いもの 

２ 我が国の歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で歴史的又は系統的にまとまつて伝存し、学術的価

値の高いもの 

３ 我が国の歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値の高いもの 

４ 渡米品で我が国の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の高いもの 

建造物の部 

建築物（社寺、城郭（かく）、住宅、公共施設等）及びその他の工作物（橋梁（りよう）、石塔、鳥居

等）の各時代建造遺構及びその部分並びに建造物の模型、厨（ず）子、仏壇（だん）等で建築技法になる

もののうち次の各号の一に該当するもの 

(１) 意匠的に優秀なもの 

(２) 技術的に優秀なもの 

(３) 歴史的価値の高いもの 

(４) 学術的価値の高いもの 

(５) 流派的又は地方的特色において顕著なもの 

1－5



○山形県文化財保護条例（昭和30年８月１日山形県条例第27号） 抜粋 

 

第２章 県指定有形文化財 

（指定） 

第４条 教育委員会は、県の区域内に存する有形文化財（法第27条第１項の規定により重要文化財に指定

されたものを除く。以下同じ。）のうち県にとつて重要なものを山形県指定有形文化財（以下「県指定

有形文化財」という。）に指定することができる。 

２ 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有

者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基く占有者が判明

しない場合はこの限りでない。 

３ 第１項の規定による指定は、その旨を県公報で告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原

に基づく占有者に通知してする。 

４ 第１項の規定による指定は、前項の規定による県公報の告示があつた日からその効力を生ずる。 

５ 第１項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該県指定有形文化財の所有者に指定書を交

付しなければならない。 
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